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謝  辞 

                   奥羽教区議長 小林よう子 
 

 2023 年 7 月 14 日から 16 日にかけての秋田豪雨で、まず 15 日に秋田市の駅周辺地

域の被害が報道されました。外からではそれがどのくらいの範囲で、実際の被害がど

のようなものかということがなかなかわかりません。けれども 15 日のうちには、秋田

桜教会雲然俊美教師から、秋田楢山教会の状況を知らせる写真が送られてきました。

そこから、教区としての対応が始まりました。 

 

18 日に臨時の教区常置委員会が Zoom で行われて対応が話し合われ、23 日には秋田

地区を中心にした秋田豪雨災害支援委員会が立ちあがりました。このような災害の状

況では、すぐに外から被災地に入っていくことは難しく、今回も地元の秋田地区の教

会の皆さんが互いを訪問して被害状況を把握し、教会として大きな被害を受けた秋田

楢山教会を中心とする支援に動き出しました。被害の状況とそれにどのように対応す

べきかを検討し、具体的な支援と募金の呼びかけが行われました。 

 

募金については教区として教団全体への呼びかけを行いました。8月に発行される

『信徒の友』９月号でも教区の報告が開催され、教団の全教区から応答をいただきま

した。多くの方が被害に心を寄せてくださり、祈り、覚え、応えてくださったことは、

特に秋田地区のつながりを強め、励ましとなりました。主のもとにある交わりに感謝

いたします。 

 

           小林よう子  八戸小中野教会牧師 
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 秋田豪雨災害支援活動を振り返って思うこ

とは、全体を通して、秋田地区内の信徒・教師

がとても良い協力関係を保って支援活動を行う

ことができたということである。これは、秋田

地区において日常的に教会相互の交わりや協力

関係が築かれていたため、素早い対応が可能と

なったということであると思う。また、奥羽教

区常置委員会においては、オンラインを用いる

などして、スピーディな情報共有（被災状況の

確認、必要とされる支援など）と機関決定（募

金開始、ボランティア募集など）がなされたこ

とがとても大きいことであったと思う。 

そして、ボランティアワークを始めるにあた

りＳＣＦ主事の野田沢教師よりアドバイスをい

ただいたことや、各支援委員が責任的に自分の

役割を担って準備を進めたことが大きな力とな

ったと言える。実際のワークにおいては、床下

の泥のかき出しや消毒について経験のある信徒

の働きが大きかったこと、ボランティアの宿泊

場所の確保や食事作りといったことも実に手際

よくなされたことが大きかったと言える。なお、

牧由希子さん（ＡＣＴジャパンフォーラム事務

局／ＣＷＳ Japan ディレクター）が来られて、

秋田豪雨災害支援ボランティアワークに加わっ

てくださったほか、被災地および被災者の方た

ちに対する人道的支援活動をしてくださったこ

とは本当に感謝であった。 

なお、反省点は、被災した村尾政治教師とい

づみ教師に支援委員となっていただいたことで

ある。そのため、村尾両教師には、ボランティ

アワークに必要な資材の調達やワークの段取り

等についてかなりの負担をおかけすることにな

ってしまった。村尾両教師には、委員ではなく、

必要な場合に支援委員会に陪席をしていただく

べきであったと思う。 

 

 

 

 

ところで、この度の災害支援活動を担って、

あらためて思わされたことがある。それは、当

たり前のことではあるが、一口に「災害支援活

動」と言っても、災害の種類（地震、火災、津

波など）や被害の程度、地域性（ボランティア

の集まりやすさや滞在先の確保など）によって、

実に多様な対応が必要であるということである。

そこで、できれば各地区において、災害発生時

の連絡や対応、そして、基本的な支援活動につ

いての申し合わせやマニュアルのようなものが

あると良いと思った。特に、実際の支援活動に

おいては、被災現場の状況によって支援活動の

あり方が大きく異なるので、その地域の状況を

よく知っている地区や近隣教会における協力を

進めるためにも必要なことであると思う。 

また、このことは、今後、教団全体で災害対

応の検討を進めて行く場合にも大事なことであ

ると思う。例えば、教団として災害対応の常設

的な機関をもって、災害発生時にすぐに被害状

況などを調査する人員を派遣し、支援活動計画

を立てるといったことよりは、まずは、その地

域の信徒・教師たちの活動と当該教区の対応を

受けとめて、その支援をするということである。

この度の災害対応では、東日本大震災の際の支

援活動の経験で得た情報や技術も大切であった

が、その他に、現場の状況に応じた柔軟な考え

方と対応が求められたこともあったからである。 

もはや、「災害は忘れたころにやって来る」で

はなく、「災害は忘れないうちにやって来る」状

況の中にあって、この度の災害対応により、普

段の備えが重要であることを強く思わされてい

る。 

    雲然 俊美  秋田豪雨災害支援委員 

            日本基督教団総会議長 

 

Ⅰ はじめに ―秋田豪雨災害支援活動を振り返って― 

秋田桜教会 雲然 俊美 
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 「災害はいつ、どこで起こるかわからない」

そのことを痛感した夏であった。 

 「秋田は自然災害が少ない」というのが、県内

の共通感覚だったと思う。私は関東から来たば

かりの頃、「災害級」と思うような雪の中で園バ

スを出すことに驚いたものだが、土地の人々に

とって暴風雪は当たり前、冬の日常の一部であ

るのだと、すぐに納得させられたのだった。 

 一方夏の台風は、日本列島に上陸しても秋田

まではめったに来ない。学校も全校休校で備え

たが次の朝は晴れ、ということもあった。だか

ら今回、秋田市の中心部が浸水し、道路が川の

ようになっている光景は衝撃だった。 

 すぐに駆けつけてくださった野田沢先生、災

害級の暑さの中を奮闘してくださった多くのボ

ランティアワーカー、共に労した支援委員、全

国募金にご協力くださった多くの方たちに心か

ら感謝している。災害は起こるが、助けもまた

与えられる。そのことを実体験した夏だった。 

     中西絵津子 秋田豪雨災害支援委員長 

            奥羽教区常置委員 

     

 

 

 

 「当事者は突然に」これが今、豪雨災害を振

り返った時にまず思うことである。これまで、

様々な災害をニュースで見てきた。しかし、自

分の住む町が自然災害の当事者となり、自分が

災害支援において最前線に立つときが来る。そ

のことを現実として考えたことはなかった。あ

ったつもりでもなかったのだと思う。支援活動

が始まってからは、がむしゃらに、ただひたす

ら、目の前にあるやるべきことをやって数か月

が過ぎていった。 

 支援活動を振り返り、また 2024 年初めに起こ

った能登地震への中部教区の対応を見るときに

災害発生時の初動を定めておくことの重要性を

切に思う。被災地の教会、牧師の状況に応じて

初動が左右されるのではなく、教区として、地

区と連携しながら、自然災害が発生した時の対

応を明文化しておく。それがないと、動けない、

動かないで起こる悲しみが増えてしまうのでは

ないか。対応以上のことができるならそれは素

晴らしいし、そうでなくとも、明文化された対

応があれば、被災した教会・牧師、被災地の付

近の教会・牧師は、それをまずすればよいと動

き出すことができる。当事者となる現実は突然

にやってくる。だからこそ、日ごろから備えて

おきたいのである。 

  田中 真 秋田豪雨災害支援委員書記・会計 

            

 

 

 

奥羽教区においては、豪雨災害後、素早く常

置委員会のもとに「秋田豪雨災害支援委員会」

が設置され良かったです。また、ボランティア

ワークを通して、教区、地区の教師、信徒が互

いに祈り合い、助け合う姿を通して、キリスト

の体なる教会の姿を見ることができ感謝でした。

私自身の反省点は、過去の知識を現場に一度押

し付けてしまったことでした。そうではなく、

現場の指示に従っていくべきでしょう。 

今回、被災教会の牧師として支援委員に加わ

らせて頂きましたが、この件については、善し

悪しがあるかもしれません。心が疲弊している

中での備品調達、購入等は大変でした。また、

本来ならば、災害後、すぐに地区長が教区と連

携を取りながら、事柄を進めていくべきですが、

地区長である私自身が被災者であった為、初手

が遅れてしまいました(教会員の安否確認や泥

出しがあった為)。今後、どんな災害が起こって

も更に素早く対応できるように、教区(或いは秋

田地区)としての「災害マニュアル」のようなも

のがあっても良いのではないか、と感じました。 

      村尾 政治 秋田豪雨災害支援委員 

秋田高陽教会 田中 真 

脇本教会 中西絵津子 

秋田楢山教会 村尾政治 
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－被災教会の視点から－     

被災直後は、教会・牧師館の現状と課題の把

握、教会員はじめ周辺の被災状況の確認、諸連

絡……と、すべきことが山積みで、何からすべ

きか瞬時には判断しにくい状況でした。特に泥

出しなど、人手と材料を要するものは自教会だ

けでは難しく、どこに声をあげれば良いのか戸

惑いました。けれど主は、困難の中に多くの助

け手を備えて下さり、奥羽教区も、即座に常置

委員会のもとに支援委員会を設け、募金・ボラ

ンティアの呼びかけと実施を行なって下さいま

した。主は、どうすればというわたしたちの不

安を取り除くだけでなく、教区・地区の教会と

の顔の見える交わり、教団の教会、兄弟姉妹に

祈り支えられていることを知る恵みの機会を与

えて下さったのです。また協力団体からの助け

も心強く、感謝でした。 

 しかし被災者でもある自分が、どう動くべき

かわからないことも多くありました。支援委員

会の一員である以上、自分が担うべきと思って

受けた働きがオーバーワークになっていたり、

実際の作業リーダーでないわたしが事前準備を

担ったことで無駄が生じたり、結局迷惑をかけ

てしまったことは、大きな反省です。けれどこ

の経験もまた、今後の支援体制構築に生かされ

ることを思い、感謝のうちに記します。 

      村尾いづみ 秋田豪雨災害支援委員 

     

 

 

 

 東日本大震災が起こった時、私はカナダに留

学中で、ボランティアに参加する事はありませ

んでした。また秋田は、自然災害が少ないと聞

いていたので、自分は災害ボランティアには縁

がないものと思っていました。ですから今回の

秋田豪雨災害は、ただただ驚きでした。 

 今回被災した秋田楢山教会の村尾政治教師は

地区長をされていたため、書記の自分が何か行

動しなければいけないと思いました。ですが、

村尾教師の迷惑になってはいけないと連絡を最

小限にしていたため状況が分からず、実際に自

分にできる事が分からないまま時間が経ってい

きました。 

 そんな中、ＳＣＦ主事の野田沢教師が秋田ま

で来てくださり、アドバイスを受け、奥羽教区

として秋田豪雨災害支援委員会を組織する事が

できました。主が助けを送ってくださった事を

実感しました。結果として、秋田地区としてで

はなく奥羽教区として支援することができて良

かったです。 

     飯田平和 秋田豪雨災害支援委員 

                

 

 

 

 秋田豪雨災害で被災された方、今もなお悲し

み痛みの中にある方々に神様の慰めと励ましと、

具体的なお支えがあることを祈り願う。 

 秋田豪雨災害が起き、支援委員会より要請を

受け、常置委員会より東日本大震災の経験を踏

まえてアドバイザーに選ばれて、支援委員会の

メンバーに加えられた。 

 オンラインでの委員会に参加する形でアドバ

イスするよりは、思いを共有し応援するという

気持ちで臨んだ。個人的に意識していたことは、

災害は起きた場所で被害状況は違い、被災され

た方、支援する方も、地域も当然違うため、東

日本大震災の経験を委員会に押しつけないこと、

支援活動に支障がないようなサポートすること

を心がけた。 

 東日本大震災で被災したことは悲しく苦しい

経験であったが、秋田豪雨災害支援に何らかの

形でお支えできたのであれば嬉しく思う。 

 森分和基 秋田豪雨災害支援委員会アドバイザー 

 

 

秋田楢山教会 村尾いづみ 

男鹿教会 飯田平和 

宮古教会 森分和基 
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１．組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．設立の経緯と活動内容 

（１）委員会活動 

①被害状況の把握と支援の検討 

・委員会設置に至る経緯 

 2024 年 7 月 15 日（土）より降り続いた雨は、

秋田市内に甚大な被害をもたらした。奥羽教

区・秋田地区に連なる教会、信徒宅においても

それは例外ではなかった。同日 18 時 11 分、秋

田地区長村尾政治牧師（秋田楢山教会）からの

地区諸教会宛のメールでは、被害状況の報告の

呼びかけと、翌日の礼拝を主を守ってくださる

よう祈る旨が記されている。この時点で秋田楢

山教会は教会前の道路が冠水し、これ以上の増

水があれば浸水を免れ得ない状態であった。 

 一夜明け、秋田市内の教会の状況は下記の通

り。 

秋田楢山教会：敷地内に浸水し、前日夜に村尾

政治・いづみ両牧師は対面にあ

る聖霊高等学校に避難。自宅礼

拝に切り替え。 

秋田高陽教会：楢山地域に居住する数名の教会

員より、大雨のため礼拝に集う

ことが不可能であるとの連絡が

入る。教会は被害なし。少人数

で主日礼拝を守る。 

秋田桜教会：教会から 500ｍ先の道路が冠水して

おり、会員の安否確認の祭は道

路を迂回しなければならなかっ

た。教会の被害は無かったが、

地域の避難所で一晩過ごした会

員や、市内の家族宅に避難した

会員がいた。礼拝出席は 7 名で

あった。 

下浜教会：教会も会員宅も比較的高い場所にあ

るため、被害は無かった。礼拝

も通常通り行った。 

 16 日（日）の午後より、地区内各教会では被

災状況の確認に入った。報道にもあったように、

特に秋田市東部および中心部、楢山教会が建つ

楢山地域で甚大な浸水被害が出ており、当該地

域に居住する教会員に被害が出ていることが判

明していった。また、翌日より開催予定であっ

た秋田地区修養会（於：秋田市さとみ温泉）に

ついては中止が決定した。 

 16 日（日）から始まる一週間に、秋田地区で

は被害状況の確認、取りまとめを行った。また、

同時に会堂が被災した秋田楢山教会および被災

者の救援活動の検討が開始された。7月20日（木）

の村尾政治地区長からのメールによる被害状況

のまとめは下記の通り。 

 

秋田県記録的大雨（7月 15 日(土)〜16 日(日)）

による各教会、教会員宅、関連施設の被害状況

（※車庫の浸水については建物被害の件数には

入れていない） 

＜秋田市内の教会＞ 

・秋田楢山教会会堂、牧師館共に床下浸水。16

日(日)の礼拝は、道路冠水の為、やむをえず、

自宅礼拝とした。 

・秋田高陽教会、秋田飯島教会、下浜教会、秋

田桜教会は被害無し。 

 ＜秋田市内の教会員宅＞ 

・秋田楢山教会員 3名が床上浸水。1名が床下浸

水。 

・秋田高陽教会員 1名が床上浸水、2名が床下浸

水。 

Ⅱ．秋田豪雨災害支援委員会活動 

奥羽教区常置委員会 

飯田平和(男鹿教会)  雲然俊美(秋田桜教会)、

田中真(書記・会計 秋田高陽教会)、 

中西絵津子(委員長 脇本教会)、 

村尾いづみ 村尾政治 (秋田楢山教会)、 

森分和基(アドバイザー 宮古教会)  
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・秋田桜教会員 2名が床下浸水。 

 ＜秋田市外の教会＞ 

・男鹿教会は、15 日(土)から断水、また会堂の

隣が山の為、16日(日)は自宅礼拝とした。 

・建物の大きな被害なし 

＜秋田市外の教会員宅＞ 

・特に大きな被害なし 

 ＜秋田婦人ホーム＞ 

・母子生活支援施設、保育所、学童クラブは被

害無し。 

・母子生活支援施設に、保育所の子どもたち 10

名ほどが、保護者が迎えにくるまで避難した。

また、近所の方たち 6 名が母子生活支援施設に

避難し、宿直の職員ほかが対応した。 

※後に八郎潟教会信徒の床下浸水の被害が追加 

 21 日（金）に西東京教区災害支援委員・SCF

（学生キリスト教友愛会）総主事の野田沢牧師

が秋田入りし、秋田楢山教会および秋田桜教会

を訪問。楢山教会では村尾両牧師と、桜教会で

は雲然俊美牧師、田中真伝道師（当時）と面会

し、教会の復旧について、今後の支援活動の可

能性について懇談を行った。 

 22 日（土）、上記に雲然真理子牧師を加えた 5

人を呼びかけ人とし、支援活動の開始に備えた

地区内ボランティア登録の呼びかけを地区内諸

教会に発信（別紙１）。また、雲然俊美牧師より

奥羽教区三役宛に「秋田豪雨災害支援委員会

（仮）」を設置することを提案する旨のメールが

発信されている（別紙２）。ここから、奥羽教区、

および秋田地区による豪雨災害支援活動がスタ

ートした。 

教区常置委員会における承認後、教区常置委

員会のもとに「秋田豪雨災害支援委員会」が 7

月 24 日（月）組織された。構成員は中西絵津子

牧師（委員長・脇本教会・教区常置委員）、田中

真伝道師（書記・秋田高陽教会）、村尾政治牧師

（秋田楢山教会・秋田地区長）飯田平和牧師（男

鹿教会・秋田地区書記）、雲然俊美牧師（秋田桜

教会）、村尾いづみ牧師（秋田楢山教会）、森分

和基牧師（アドバイザー・宮古教会・教区常置

委員／第 2回より出席）。なお、支援委員会を構

成したのは上記の 7 名であるが、陪席として鈴

木道也教区主事が第 4回より出席した。 

 委員会において行ったのは基本的に下記の事

項である。 

  ・教会、信徒宅の被害状況の把握および現 

   状確認 

  ・支援募金の計画及び教区常置委員会に対 

   する提案 

  ・被害教会、信徒宅へのお見舞金の検討 

  ・秋田楢山教会礼拝堂、集会室、牧師館の 

   ボランティアワークの計画及び実行 

また、ボランティアワーク終了後、新たに秋

田楢山教会集会室の床板のたわみが判明した際

（豪雨災害起因）についての支援についても検

討を行った。委員会は2024年2月末現在計9回、

すべて Zoom（オンライン会議）で行われている。 

                (田中 真) 

 

 

①準備、計画 (別紙 10) 

 豪雨被害を受けた教会および信徒宅への救援

活動の構想は豪雨災害直後より存在した。18 日

（日）午後には早くも楢山教会信徒数名、田中

真伝道師が楢山教会に参集し、敷地内の清掃を

行っている。また、秋田楢山教会、秋田桜教会、

秋田高陽教会のそれぞれにおいて、被災した信

徒宅への救援活動が牧師、信徒により行われて

いたし、秋田楢山教会の床下の泥の除去には大

人数での組織的な活動が必要であるとの認識が

漠然と存在した。しかし、秋田地区長が牧する

教会が被災し、牧師自身も被災者となり、それ

らを教区・地区の業として行うにはどうすれば

よいのか、知恵と賜物がまだ集まりきっていな

かった。 

それを具体化する契機となったのが、先述し

た野田沢牧師の来秋である。災害支援の経験豊

富な同師のアドバイスによって、支援委員会の

(2)ワーク活動 
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組織、ボランティアワークの活動が一挙に現実

味を帯び始めた。そのため、豪雨災害支援委員

会では、当初より秋田楢山教会でのボランティ

アワークを想定し、その準備を行った。 

 

第１回委員会（7月 24 日） 13：30～14：40 

ボランティアの呼びかけについて、作業の期

間・日時について、ボランティアの宿泊・食事

の手配について 

第 2回委員会（7月 27 日）19：00～21：02 

第一期ボランティアワークを 8 月 8 日（火）～

11 日（金）と決定、ボランティア募集の依頼文

書（別紙３）、ボランティアの派遣を SCF（学生

キリスト教友愛会）および西東京教区に要請（別

紙４）登録票（別紙５）についての確認（申込

期限は 8月 3日とした）、ボランティア保険につ

いて、作業用備品の購入について 

第 3回委員会（7月 30 日）20：00～21：26 

ボランティア募集の現況、ボランティア誓約書

（別紙６）の確認、作業スケジュール（村尾い

づみ牧師作成）の確認、SCF（学生キリスト教友

愛会）からのワーカーの受け入れについて、宿

泊場所を秋田飯島教会、食事場所を秋田高陽教

会に確定、ワーク時の委員の役割分担および参

加日程について、第二期ワークを行う場合の日

程を 22 日（火）～25日（金）に確定 

第 4回委員会（8月 4日）19：00～20：48 

ワーク時の現場リーダーについて、ボランティ

アの申し込み状況、作業の準備状況についての

確認、詳細なスケジュールおよび支援委員会か

らの責任者について 

          

②第一期ボランティアワーク 

・支援団体、協力者、参加者 (別紙 11) 

〇 ＳＣＦ（学生キリスト教友愛会）野田沢牧師

の協力について 

 西東京教区災害支援委員・ＳＣＦ（学生キリ

スト教友愛会）総主事である野田沢牧師は、村

尾両牧師、飯田平和牧師、田中真伝道師と以前

より交流があり、豪雨災害発生時にもいち早く

現地入りし秋田楢山教会の復旧について、教

区・地区の支援活動について多くの有益な助言

をしてくださった。野田師は、東日本大震災並

びにそれ以後の日本各地での自然災害における

支援活動で大きな働きをしてこられた、教団内

において災害支援について最も熟知している牧

師の一人である。 

 秋田楢山教会でのボランティアワークにおい

ては、教区内の協力者のみでワークを完遂でき

るかという懸念もあり、教区・支援委員会より

西東京教区・ＳＣＦに宛ててボランティアワー

カーの派遣を依頼し、結果 4 名のワーカーが与

えられた。また、野田師も 8 日に現地入りしボ

ランティアワークに参加した。 

 野田師は公的な記録に残る部分だけでなく、

村尾両牧師の精神的なサポート、手探りであっ

た支援委員会の活動についてのアドバイスにお

いて、今回の支援活動に大変大きく貢献された。

支援委員会一同、ここに改めて感謝を申し上げ

たい。    

〇 他支援団体、協力者 

・牧由紀子氏（ＣＷＳ Japan ディレクター・Ａ

ＣＴジャパンフォーラム） 

 ボランティアワークに必要な備品について、

ＡＣＴジャパンフォーラムから支援を受ける際

に尽力くださった。ＡＣＴジャパンフォーラム

からは 349,500 円を備品購入支援として受けて

いる。 

・𠮷田眞（秋田高陽教会）、関口泉（男鹿教会）、

菅生周一（秋田飯島教会） 

 信徒の立場から「協力員」として支援委員会

の活動にご協力いただいた。𠮷田氏は高陽教会

会計役員でもあり、ボランティアワークにかか

わる現地会計の実働部隊として働かれた。関口

氏はボランティアワークに全日参加され、現地

活動の中心メンバーとして働いてくださった。

菅生氏はボランティアワークのリーダーとして、

作業工程の立案、事前準備などから一貫してボ
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ランティアワークを導いてくださった。 

                (田中 真) 

                

「ワークを振り返って」 

   ワークリーダー 菅生周一(秋田飯島教会)  

 

もう何年か前の出来事のように感じていたが、

また昨年のことだったと思い返す。 

 結果的にはとても良く出来た事業であったと

感じている。私は現場作業の直接的なことを中

心に動いたが、まずは事前の準備がよくなされ

ていたと思う。そのことにより、現場でなさな

ければならない作業に最大限注力出来たからだ。

結果として、予定していた二期にわたる計画を

一期で終了させることが可能となった。 

ワークの参加人数も、終わってみれば充分に

満たされた。技術や経験だけでは作業は成り立

たず、確かに数が必要である。そして各々が持

つ特性や、自前の機器を持ち込んでの作業、そ

れらが相乗効果を生み、あの結果に結び付いた

のだった。 

最も酷暑となった時期の作業だったが、その

ことによる体調不良者も出さずに終えられたの

は、後方支援が確実だったからだ。気の行き届

いたスケジュール管理、充分な水分と食事。遠

来者への宿泊の提供など、そうした全体での支

援があってこその事業であったと感じている。

ねぎらいと感謝を伝えたい。 

 

 

「食事ボランティアの奉仕について」 

   食事ボランティア担当 田中真(秋田高陽教会)  

 

 災害においてボランティアを行う際、食事は

ボランティア自身で準備することが基本である。

しかし、この度の豪雨災害においては、地区内

（＝日帰り可能な）ボランティアのみでは作業

を完遂することが難しいのではないかという懸

念があり、奥羽教区および東京の SCF（学生キリ

スト教友愛会）からボランティアを募ることと

なった。 

 こちらから依頼する以上、宿泊および食事の

提供についても検討する必要があったこと、ま

た、身体的な負荷を伴うボランティアは難しい

が、それ以外のことならぜひ奉仕したいという

地区内の教会員からの申し出等もあり、宿泊ボ

ランティア向けに高陽教会で夕食を提供するこ

ととした。 

 呼びかけの結果、4教会より 11名の食事ボラ

ンティアが与えられ、シフトを組みながら前泊

を含め 5日間（8月 7日～11 日）毎日夕食を提

供することができた。メニューもボランティア

の方々が丁寧に考えてくださり、ある日は豚キ

ムチ丼、ある日は冷やし中華とマーボーナス、

ある日はカレーとサラダ等、バラエティ豊かで

ボランティアにも大変好評であった。改めて奉

仕してくださったお一人お一人に感謝申し上げ

たい。            （田中 真） 

 

③ワーク後の諸課題 

 ・追加工事等 

 秋田楢山教会について、水害によって故障し

た牧師館玄関ドアの取り替え、牧師館エアコン

室外機 1台及び教会エアコン室外機 2台、女子

トイレ、除雪機等の購入や修繕工事が必要とな

った。これらについては 2023 年内に全て、修繕、

購入が完了した。水没し壊れてしまった除雪機

に代わって、冬までに新しい除雪機を準備する

ことができるかどうか不安だったが、間に合っ

て感謝している。また、水害後、時間の経過と

ともに会堂奥にある集会室の床にたわみが生じ、

床の全面貼り替えが必要となった。床の全面貼

り替え工事については、2024 年 1月 15 日(月)

から開始し、約一ヶ月の期間を要した。また、

今後、会堂外壁補修も行われる。皆様の祈りと

献金によるお支えによって、復旧の道が守られ

ている。心より感謝したい。 

                (村尾政治) 
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・物品の事後処理 (別紙 12) 

 今回のボランティアワークで使用した物品に

ついて、床下送風機や防水延長コード、運搬用

一輪車といった長期保管に適したものについて

は、地区内教会で保管し、必要に応じて用いる

こととした。家電製品などは被災信徒宅や被災

教会、及び必要とする地区内教会で用い、その

他の消耗品や食品については、広域で支援活動

を行なっている秋田市社会福祉協議会と story 

cat(NPO 法人あきた結いネット)に寄附し、有効

に用いて頂くこととした。別表資料あり。なお、

当初の計画では、ボランティアワークの長期化

が見込まれ、相応の物品を準備したため、結果

的には多くの物品（消耗品）が余った。 

               (村尾いづみ) 

 

第 5回委員会 8 月 13 日(日)  20：30～21：38 

今後の処理について、委員会としての振り返り、会

計報告 

第 6回委員会 8 月 20 日(日)  20：15～21：47 

被災信徒宅の現状の確認とお見舞金について、被災

教会の現状の確認と、牧師館備品購入支援について、

村尾政治・いづみ牧師の保養の予定について、会計

報告について、今後の支援委員会の活動について、

備品の確認について 

第 7回委員会 9 月 15 日(金)  19：00～20：07 

教区問安について、秋田楢山教会、牧師館の備品

購入状況、会堂共済等の状況について、村尾政治・

いづみ牧師の保養の予定について、会計報告につい

て 

第 8回委員会 10 月 27 日(金)  19：02～20：02 

秋田楢山教会集会室の床の張り替え、牧師館玄関ド

ア、除雪機、会堂共済等の状況について、被災信徒

宅の状況について、村尾政治・いづみ牧師の状況に

ついて、今後の委員会活動、活動報告書作成、防災

ネットワーク設立について、秋田豪雨災害の活動報

告について、募金の締め切りについて、SCF ボラ

ンティアの交通費について 

第 9回委員会 12 月 8 日(金)  19：00～20：.22 

秋田楢山教会集会室の床の張り替え、外壁修理等の

状況について、被災信徒宅の状況について、村尾政

治・いづみ牧師の状況と、車に対する補助について、

秋田婦人ホーム職員被災者の状況の確認、活動報告

書について、防災ネットワークについて、物品の処理

について 

 

 

 

  15 ページに記載 

 

 

 

 

 

 

 

            教区主事 鈴木道也(花巻教会) 

 

 全国募金のための活動を開始するにあたり、秋田

豪雨災害支援委員会で支援に必要な額を試算、募金

の目標額および要項を教区常置委員会に提案した。

常置委員会の承認を得て、教区として、全国募金の

呼びかけを開始した。 

2023 年 7月 29 日、小林よう子総会議長と常置委

員会名義により「秋田豪雨災害支援募金のお願い」

を教区内の教会・伝道所に送付、教区と教団のホー

ムページにも掲載した（その後、『教団新報』『信徒

の友』にも掲載）。目標額は 380 万円、募金期間は

8月 1日～11 月 30 日。使途は①被災教会・信徒宅

補修支援（特に、被害の大きい秋田楢山教会の支援

に用いる）、②被災教会・牧師館備品購入支援、③

ボランティア受け入れ費用、④その他。 

その後、全国より目標額を大幅に上回る募金が集

まった。経過報告として 11 月 6日、教区ホームペ

ージに「秋田豪雨災害支援募金 募金状況のご報告

と御礼」を掲載した。 

 

1．全国募金のための活動 

Ⅲ 全国募金 

(3)会計報告 
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2．協力者一覧 団体名・氏名(敬称略) 
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決算書は 2024 年 3月末で締めていますが、 

一覧表には、2024 年 4月現在のお名前を 

記載しています。 

3．決算書 
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       会計 田中 真(秋田高陽教会) 

 

 支援委員会の活動当初、奥羽教区より 300 万

円を支出し、これをもって支援活動の原資をす

ることとした。その上で全国募金を行い、教区

に返金することとした。雲然委員が募金の目標

金額の試算を行い（別紙７）、教区常置委員会の

承認を得た上で奥羽教区より全国の諸教会・教

区宛に募金を募った（別紙８）。 

3 月 31 日現在、募金は総計 9,605,885 円、支

出総計は 6,283,677 円。差し引き残高は

3,322,208 円である。そのうち、秋田楢山教会に

おけるボランティアワークの活動費用は

671,329 円であった。なお、これらの会計につい

ては、教区常置委員会において佐伯勲牧師（鷹

巣教会）、森豪司伝道師（本荘教会）を監査委員

として選任し、監査を受けた結果問題のなかっ

たことを報告する(別紙 9)。  (田中 真) 

 

 

 

 第 9 回秋田豪雨災害支援委員会において、田

中書記より、今後の展望として防災ネットワー

クの構築可能性について報告された。本項では、

その内容の要約と、2024 年 1 月に発生した能登

半島地震における中部教区の対応も踏まえた付

記をもって今後に向けての提言とする。 
 

   1．防災ネットワーク 

 現在、日本基督教団においては全教団を横断

する形での災害対応を行う部署およびポストは

存在しない。災害支援においては、教団が上か

らのリーダーシップを執るというよりも、被災

地および当該教区が対応を行い、教団はそれを

側面から支援するという形になっているように

思われる。今回、秋田豪雨災害の支援において

は、奥羽教区常置委員会のもとに秋田豪雨災害

支援委員会を組織し、秋田地区の教職が中心と

なって支援活動を計画、実行した。 

 しかし、本報告書から読み取ることができる

ように、その初動においては、西東京教区災害

支援委員・ＳＣＦ（学生キリスト教友愛会）総

主事の野田沢牧師の経験と助言に多くを助けら

れた。それは、災害対応、支援において、支援

の業を担った秋田地区の教師がそれほど習熟し

ていたわけではないからである。この現状は、

今回の豪雨災害に限らず、自然災害における教

団の対応においてよく見られることであると報

告者（注：田中真）は感じる。 

 その意味で、教団、教区、地区が連携しての

災害対応、特に初動に関しては、まだまだ検討

の余地があり、ポテンシャルがあるといえる。

今回の災害対応を契機として、平時よりどう災

害に備えた取り組みを行っていくかを検討する

ことは非常に有意義であると考える。 

 そうした取り組みにおいて先んじていると思

われる例として、支援委員会では「東海キリス

ト者災害ネット（https://tcdn.info/、以下

TCDN）」について報告した。東海地域は南海トラ

フ地震、及びそれに伴う津波の脅威が現実とし

て存在する地域である。 

代表挨拶には「この東海地方において、元来

日本基督教団愛知西地区では、地震が発生する

日に向け対処する部署が備えられていました。

また東海福音フェローシップ傘下の福音派諸教

会には地震委員会が存在し、これまで全国各地

で発生した災害時に災害ボランティアを派遣す

るなど継続的な活動がなされていました。そし

てペンテコステ系教会では、災害時対応の救援

の活動の志があり、災害発生時には迅速な救援

活動を行ってきました。以上の３者が地震発生

時に情報を共有し、臨機応変の連携をして救援

活動をしてはどうかと検討される中で、東海キ

リスト者災害ネットが発足することになりまし

た。わたしども東海キリスト者災害ネットは、

この東海地域の全てのキリスト教関係者が災害

時に協力し合うネットワークとして、いざとい

う自然災害の日に備えたいと願っています。」と

Ⅳ 今後に向けて 

(3)会計報告 
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あるように、中部教区が組織的に関わる団体で

あることが、大きな特徴と言える。 

 詳しくは当該ホームページをご照覧いただく

として、支援委員会においてはこれらの働きを

踏まえて、私たちが今後教区として、地区とし

て取り組みうることについて、下記の提言がな

された。 

・それぞれの地域で超教派の交わりを持ち、顔

の見える関係を構築する。 

・秋田地区内で今回の災害対応について改めて

分かち合いの時を持ち、教会ごとの災害リス

クの確認などに地区として取り組む。 

・災害時の指揮系統について、（今回は地区長が

被災者となった部分もあるとは言え）決まっ

ておらず、初動ができなかった＝様々な場合

を想定した対応集の作成 

・地区として防災啓発活動に取り組む 

・教会だけでなく、NPO や社協などとの従来から

の関係性を構築していく等 

 

 以上が支援委員会における報告内容である。

さて、2024 年 1 月に発生した能登半島地震にお

いては、現在（2024 年 2月）、中部教区が被災教

会の対応に当たっている。中部教区においては

原則、教区が定めた災害マニュアルに沿って対

応が進められている。その詳細を伺い知ること

はできないが、マニュアルを定めていたことに

よるメリットはあったのではないかと思われる。 

 一方で、災害ネットワークの形成については、

メリットの一方で、平時における関心の低さ、

構成者の入れ替わりによる活動の停滞を伝え聞

くこともあり、決して「ただ作るだけ」で役立

つものではないということも考えさせられる。

また、災害の規模、地域によって必要とされる

対応は様々であり、決してマニュアル通りに行

うことが最善ではないのも事実である。しかし、

災害に直面して、そこから場当たり的に対応す

ることにならないよう、教区・地区において災

害発生時の初動を定めておくことは決して無駄

にはならないし、各個教会が孤立せずに顔の見

える関係を構築すること（地区であっても、有

志であっても）は、災害発生時の救援活動に必

ず資するだろう。月並みではあるが、重要なの

は、災害対応が終わったらそれで終了ではなく、

必ずやどこかで起こる災害に向けて、備えを見

直し、将来につなげていく姿勢なのではないだ

ろうか。            (田中 真) 

 

 ２．信仰共同体としての教会 

 災害があると、常日頃の問題・課題が顕在化

すると言われる。超少子高齢化、過疎化の著し

い秋田県の市町村の中で、秋田市だけは「消滅

可能性」の低い、繁華で安全なエリアだと思わ

れていた。しかしこの度の豪雨災害で被災した

秋田市の中心的な地域も、高齢化を免れていた

わけではもちろんない。このことの後、住み慣

れた家での生活を諦めて、施設入所や子どもと

の同居など、地域を離れた高齢の方たちが少な

くないと聞いている。互いに気づかい合い、交

流を持って来た隣人が去っていってさみしいと

いう声を何人かから聞いた。 

 東京一極集中と地方の衰退。首都圏も地方も、

どちらも国家存亡につながる危機をはらんでい

る。災害に備えるということは、私たちの日常

的な問題に目を向け、それを解決していくこと

と両輪である。 

 超少子高齢化、地方の衰退、これは私たち日

本基督教団が直面している教会の現実である。

「教会に人が来ない」と嘆いているだけでは、

私たちは災害の前にも無力であろう。衰退する

社会の中で、いきいきした信仰共同体を立てあ

げ、神の国に生きる希望と喜びを発信していく

なら、私たちは闇に輝く世の光である。 

 築き上げられてきた地縁が失われ、人と人と

が切り離されていく時代にあって、私たち教会

が呼び集められた者たちであること、互いに愛

し合うために共にいることを、どうしたら明ら

かにできるだろう。その私たちが、日々新しい
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命の力を得て、出て行って地域に仕える方法は

ないだろうか。それぞれの地の人々のために、

主キリストがなさりたいと思っておられること

はなんだろうか。 

 地道な日々の営みが非常時の力となる。朝ご

との祈り、週ごとの礼拝と祈祷会を積み重ねて

いる教会は、いざという時に力を発揮できるは

ずだ。その地域に立てられた教会が、常日頃か

らその地の祝福となり、非常時に砦となれるな

らば幸いである。日頃よりその地域と人々のた

めに祈り、関心を持ち、何かできる事はないか

と気を配ることなしに、災害時に急に役に立て

るだろうか。 

 都市部では、マンションの隣に住んでいる人

の顔も知らないことがままある。共同体という

ものはほとんど存在していない。一方、奥羽教

区のほとんどの地域はムラ社会であり、その共

同体は過疎化によって崩壊しつつある。 

 今こそ、信仰共同体としての公同の教会が輝

く時ではないだろうか。この共同体は、苦難の

中にも変わらぬ平安と希望を持っている。そし

て、犠牲を厭わずに助け合い、最後まで走り抜

いて栄冠を得る、最高のチームなのだから。 

                 (中西絵津子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年の夏から、早くも一年が過ぎた。正月早々

大地震に見舞われた能登半島の被災地は未だ復旧の

途上にあり、この夏には由利本荘市が豪雨によって大

きな被害を受けた。 

 気候変動による洪水、土砂災害、干ばつ、巨大台風、

熱波…神が創り給うたこの地球とそこに生きるもの

たちは、一体どうなってしまうのか。私たちに、何か

できることなどあるのだろうか。 
 

  目を高く上げ、誰が天の万象を創造した 

 かを見よ。 

 それらを数えて引き出された方 

 それぞれの名を呼ばれる方の 

 力の強さ、激しい勢いから逃れうるもの 

 はない。 
 

 主は、とこしえにいます神 

 地の果てに及ぶすべてのものの創り主 
 

 私たちは弱く小さい。しかし私たちは知っている。 

 この地が大きく揺らいでも、水が溢れ流れても、火 

がすべてを焼き尽くしたとしても…、この地で命を与

え、罪から贖い出し、永遠の命を与えてくださった神

を、私たちは礼拝し続けるのだ。     (E.N.) 
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 左記及び下記資料は、 

奥羽教区ホームページにて公開しています。 

 

・委員会議事録 第 1回～第 9回  

・ワーク日誌 

・委員会会計 

・災害お見舞金配分表 

・掲載原稿 

・記録写真 

 

「2023 年秋田豪雨災害支援活動報告書」 

2024 年 8月 1日 

編集 秋田豪雨災害支援委員会 

発行 日本基督教団奥羽教区 
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